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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ヘモグロビンによる光吸収量の変動の影響を極
小化でき、酸素飽和度等を精度良く定量化することで、
好適な光計測及び超音波画像診断を可能とする超音波診
断装置を提供する。
【解決手段】超音波診断装置は、超音波プローブ、画像
生成ユニット、光プローブ、判定手段、出力手段を具備
する。光プローブは、それぞれが異なる周波数で光強度
変調されている波長ピークが異なる光を、超音波プロー
ブの超音波送受信面の周囲から被検体の内部に向けて照
射する複数の光源と、各光源から照射され被検体内で拡
散反射された特定波長の光の強度を検出する複数の光検
出器と、を有し、超音波プローブと一体化して設けられ
ている。出力手段は、各光検出部で検出された光強度を
用いて光強度の時間変化を解析し、その解析結果に基づ
いて超音波プローブ及び光プローブの操作の適否を判定
する。出力手段は、判定結果を出力する。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波送受信面から被検体に超音波を送信し、前記超音波送受信面を介して、前記被検
体内において反射された超音波を受信する超音波プローブと、
　前記超音波プローブによって受信された超音波を用いて超音波画像を生成する画像生成
ユニットと、
　それぞれが異なる周波数で光強度変調されている波長ピークが異なる光を、前記超音波
送受信面の周囲から前記被検体の内部に向けて照射する複数の光源と、前記各光源から照
射され前記被検体内で拡散反射された特定波長の光の強度を検出する複数の光検出器と、
を有し、前記超音波プローブと一体化して設けられた光プローブと、
　前記各光検出部で検出された光強度を用いて光強度の時間変化を解析し、その解析結果
に基づいて前記超音波プローブ及び前記光プローブの操作の適否を判定する判定手段と、
　前記判定結果を出力する出力手段と、
　を具備することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　前記判定手段は、前記複数の光源のうちの一つを基準として時間変化を解析し、その結
果に基づいて前記超音波プローブ及び前記光プローブの配置操作の適否を判定すること、
を特徴とする請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記判定手段は、前記複数の光検出部で検出された光強度の相乗平均を算出し、前記相
乗平均された光強度を用いて前記光強度の時間変化を解析し、その結果に基づいて前記超
音波プローブ及び前記光プローブの被検体への加圧操作の適否を判定すること、を特徴と
する請求項２記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記判定手段は、前記超音波プローブ及び前記光プローブによる前記被検体への加圧直
前において前記各光検出器によって検出された第１の光強度と、前記超音波プローブ及び
前記光プローブによる前記被検体への加圧直後から第１の所定時間経過後において前記各
光検出器によって検出された第２の光強度と、を比較して、前記第２の光強度が前記第１
の光強度の第1の所定倍率以上であり、前記加圧直後から第２の所定時間経過後において
前記各光検出器によって検出された第３の光強度が連続して前記第２の光強度以上且つ前
記第１の光強度の第２の所定倍率以下であり、前記第３の光強度の変動幅が連続して所定
の範囲内であるか否かに基づいて、前記超音波プローブ及び前記光プローブの操作の適否
を判定すること、を特徴とする請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　それぞれが異なる周波数で光強度変調されている波長ピークが異なる光を、前記超音波
送受信面の周囲から前記被検体の内部に向けて照射する複数の光源と、前記各光源から照
射され前記被検体内で拡散反射された特定波長の光の強度を検出する複数の光検出器と、
を有する光プローブと、
　前記各光検出部で検出された光強度を用いて光強度の時間変化を解析し、その解析結果
に基づいて前記光プローブの操作の適否を判定する判定手段と、
　前記判定結果を出力する出力手段と、
　を具備することを特徴とする生体検査装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、超音波診断装置及び生体検査装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　乳がんは女性の主な死亡原因のひとつである。乳がんのスクリーニングと早期診断は、
死亡率を減少させ、健康管理の費用の抑制において非常に大きな価値を持つ。
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【０００３】
　現在の方法では乳房の組織の触診と、疑わしい組織変形を探すためのＸ線撮影を行う。
Ｘ線写真に疑わしい箇所があると、超音波撮像を行い、さらに外科的組織検査を行う。こ
れらの一連の検査は最終的な結論に達するまでにかなりの時間を要する。また、閉経前の
若年層においては乳腺が多くＸ線撮影においては感度が得にくいという問題もある。従っ
て、特に若年層においては超音波撮像によるスクリーニングの意義は大きい。
【０００４】
　一般に、超音波撮像においては、認定された操作者による超音波静止画像の採取を行い
、専門の読影者（複数の場合もある）によって画像上の形態情報から判定が下される。検
診においては操作者の疲労と集中力低下による見落としの危険性を鑑み、一人の操作者に
よるスクリーニングは一日あたり最大でも５０名が限度とされる。
【０００５】
　超音波撮像において形態的特徴を捉えた静止画像を採取するには操作者の知識と経験が
非常に重要となる。的確かつ迅速なスクリーニングには、習熟度も要求される。例えば被
験者一人あたりの検査時間は標準的に５分から１０分であるが、操作者の技能によっては
さらに時間がかかる場合もある。すなわち、現在の超音波撮像によるスクリーニングにお
いては、操作者の熟練度によって画像採取の的確性がばらつく懸念がある。さらに画像採
取に際しては常時画像の注視が必要な上、操作者単独の判断にゆだねられるため、熟練し
た操作者であってもその精神的負担は大きい。動画ですべての画像情報を採取する方式も
あるが、画像認識を用いて機械検索する技術はまだ完成していない。そのため読影者が動
画から静止画を探すことになり、この場合は読影者側の負担が大きくなる。
【０００６】
　上記課題を解決するために、光学計測で得られた生体の代謝情報により超音波エコーの
プローブの計測位置を面方向で誘導して、技師の負担を軽減するコンパクトな光検査シス
テムで超音波エコーの診断を補完するコンセプトの装置が提案されている。一般に悪性腫
瘍の部位は健常部位と比較して脱酸素ヘモグロビンの比率が多いとされており、生体光検
査では脱酸素ヘモグロビンの吸収を解析することで、対象部位の悪性度を判定する一つの
根拠としている。脱酸素ヘモグロビンの光吸収計測に適した光の波長領域としては、７４
０ｎｍ～７９０ｎｍの近赤外線、６５０ｎｍ～６９０ｎｍの赤色光、酸素化ヘモグロビン
の光吸収計測に適した光の波長領域としては、８３０ｎｍ～９００ｎｍの近赤外線が挙げ
られる。総ヘモグロビン量を同定する光の波長領域としては、８００ｎｍ～８２０ｎｍの
近赤外線が挙げられる。具体的な光源としてＬＥＤやＬＤ等が挙げられる。水、脂肪、メ
ラニンなど、他の生体成分の吸収波長と生体内分布も考慮して、光源は出力光強度と半値
幅を適切に選択する必要がある。
【０００７】
　また、乳がんの検知技術における疑義位置の有効な検出方法として、酸素化ヘモグロビ
ンと脱酸素ヘモグロビンの光吸収に対応する異なる波長にピークを有した複数の光源を用
いて、一方の光強度を他方の光強度で規格化した値で異常吸収を検出する方法も提案され
ている。乳房の正常部位では血液の酸素飽和度に差異がないため、規格化した光強度はほ
ぼ一定値となる。一方で、乳がんのような悪性腫瘍部位は周囲より血液密度が高くかつ酸
素飽和度が低くなるため、規格化した光強度で差異が検出することができる。規格化した
光強度の差異検出により疑義位置（異常部位の位置或いは異常と疑わしい部位の位置）へ
のナビゲーションや自動計測時の精密計測位置へのフィードバックが可能となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０００－２３７１９６号公報
【特許文献２】特開２００５－３３１２９２号公報
【特許文献３】特開２００７－０２０７３５号公報
【特許文献４】特開２００９－０７７９３１号公報
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【特許文献５】特開２０１２－２４０９８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　上述した様に、規格化した光強度を用いることは、疑義位置へのプローブのナビゲーシ
ョンにおいては極めて有効である。一方で、各部位の光吸収係数を導出するためにはそれ
ぞれの波長に対して解析を行う必要がある。例えば、がんの疑義部位の酸素飽和度を定量
化するためには、酸素化ヘモグロビンと脱酸素ヘモグロビンに対応する近赤外光波長に対
して光吸収係数を導出する解析を行う必要がある。このため、規格化した光強度は、酸素
飽和度の定量化に採用できない。
【００１０】
　一方で、生体を計測する上で大きな課題となるのは、プローブで皮膚を押すことで光量
が増えるといった、生体上でプローブを操作することで生じる検出光強度の変動現象であ
る。この様な変動現象の要因は種々考えられるが、その一つに、加圧により表皮近傍の血
中ヘモグロビンによる光吸収が減少することが挙げられる。すなわち、プローブによって
被検体表面を加圧すると、皮膚が変形すると毛細血管も変形してつぶれ、血液中の赤血球
は変形しても通過できなくなり、加圧された部分の皮膚から赤血球がなくなる。７６５ｎ
ｍと８５５ｎｍの近赤外線は、赤血球内に存在するヘモグロビンの光吸収を反映する。こ
のため、当該帯域の光を用いて計測した場合には、プローブの密着で生じる毛細血管中の
赤血球の増減が検出光強度の変動として現れると理解される。
【００１１】
　本実施形態は、光・超音波プローブを被検体に当接させて光強度を計測する場合におい
て、ヘモグロビンによる光吸収量の変動の影響を極小化でき、酸素飽和度等を精度良く定
量化することで、好適な光計測及び超音波画像診断を可能とする超音波診断装置及び生体
検査装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本実施形態に係る超音波診断装置は、超音波プローブと、画像生成ユニットと、光プロ
ーブと、判定手段と、出力手段と、を具備する。前記超音波プローブは、超音波送受信面
から被検体に超音波を送信し、前記超音波送受信面を介して、前記被検体内において反射
された超音波を受信する。前記画像生成ユニットは、前記超音波プローブによって受信さ
れた超音波を用いて超音波画像を生成する。前記光プローブは、それぞれが異なる周波数
で光強度変調されている波長ピークが異なる光を、前記超音波送受信面の周囲から前記被
検体の内部に向けて照射する複数の光源と、前記各光源から照射され前記被検体内で拡散
反射された特定波長の光の強度を検出する複数の光検出器と、を有し、前記超音波プロー
ブと一体化して設けられている。前記判定手段は、前記各光検出部で検出された光強度を
用いて光強度の時間変化を解析し、その解析結果に基づいて前記超音波プローブ及び前記
光プローブの操作の適否を判定する。前記出力手段は、前記判定結果を出力する。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、本実施形態に係る超音波診断装置１のブロック構成図を示している。
【図２】図２は、プローブＰを被検体との接触面側から見た図である。
【図３】図３は、図２におけるＡ－Ａの断面を矢印の方向から見た図である。
【図４】図４は、光計測処理ユニット４２の構成を説明するためのブロック図である。
【図５】図５は、生体検査装置４の光学計測系の回路構成の一例を示した図である。
【図６】図６（ａ）は、粗検索モードに従う光計測処理を説明するための図である。図６
（ｂ）は、微調整モードに従う光計測処理を説明するための図である。
【図７】図７（ａ）は、プローブＰを被検体表面に比較的弱い力で加圧（当接）した場合
に計測された光強度計測データの一例である。図７（ｂ）は、プローブＰを被検体表面に
比較的強い力で加圧（当接）した場合に計測された光強度計測データの一例である。
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【図８】図８（ａ）は、プローブＰによる被検体表面への加圧強度が十分でない場合にお
ける、光源からの距離が異なるセンサ位置で計測した光強度データを比較して示す。図８
（ｂ）は、プローブＰによる被検体表面への加圧強度が十分である場合における、光源か
らの距離が異なるセンサ位置で計測した光強度データを比較して示す。
【図９】図９は、改良した加圧位置のフィードバックに使用した光強度計測データの一例
を示す。
【図１０】図１０は、改良した加圧位置のフィードバックに使用した光強度計測データの
一例を示す。
【図１１】図１１に計測位置の判定アルゴリズムの一例を示す。
【図１２】図１２に計測位置のフィードバックアルゴリズムの一例を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、実施形態を図面に従って説明する。なお、以下の説明において、略同一の機能及
び構成を有する構成要素については、同一符号を付し、重複説明は必要な場合にのみ行う
。
【００１５】
　図１は、本実施形態に係る超音波診断装置１のブロック構成図を示している。同図に示
す超音波診断装置１は、プローブＰ、入力装置１３、モニター１４、超音波送信ユニット
２１、超音波受信ユニット２２、Ｂモード処理ユニット２３、血流検査ユニット２４、Ｒ
ＡＷデータメモリ２５、ボリュームデータ生成ユニット２６、画像処理ユニット２８、表
示処理ユニット３０、制御プロセッサ（ＣＰＵ）３１、記憶ユニット３２、インターフェ
ースユニット３３、光計測処理ユニット４２、支援情報生成ユニット４４を具備している
。
【００１６】
　なお、本実施形態に係る超音波診断装置の上記構成要素は、超音波プローブ１２及び光
プローブ４０を有するプローブＰ、光を用いた生体検査を行う光計測系、超音波による画
像撮影を行う超音波撮影系に大きく分類できる。以下、それぞれに分けて説明する。
【００１７】
　（プローブＰ）
　図２は、プローブＰを被検体との接触面側から見た図である。図３は、図２におけるＡ
－Ａの断面を矢印の方向から見た図である。図１～図３に示す様に、プローブＰは、超音
波プローブ１２と、光プローブ４０とを有している。
【００１８】
　超音波プローブ１２は、生体を典型例とする被検体に対して超音波を送信し、当該送信
した超音波に基づく被検体からの反射波を受信するデバイス（探触子）であり、その先端
に複数に配列された圧電振動子、整合層、バッキング材等を有している。圧電振動子は、
超音波送信ユニット２１からの駆動信号に基づきスキャン領域内の所望の方向に超音波を
送信し、当該被検体からの反射波を電気信号に変換する。整合層は、当該圧電振動子に設
けられ、超音波エネルギーを効率良く伝播させるための中間層である。バッキング材は、
当該圧電振動子から後方への超音波の伝播を防止する。当該超音波プローブ１２から被検
体に超音波が送信されると、当該送信超音波は、体内組織の音響インピーダンスの不連続
面で次々と反射され、エコー信号として超音波プローブ１２に受信される。このエコー信
号の振幅は、反射することになった不連続面における音響インピーダンスの差に依存する
。また、送信された超音波パルスが、移動している血流で反射された場合のエコーは、ド
プラ効果により移動体の超音波送受信方向の速度成分に依存して、周波数偏移を受ける。
【００１９】
　なお、本実施形態においては、超音波プローブ１２は、複数の超音波振動子が所定の方
向に沿って配列された一次元アレイプローブであるとする。しかしながら、当該例に拘泥
されず、超音波プローブ１２は、ボリュームデータを取得可能なものとして、二次元アレ
イプローブ（複数の超音波振動子が二次元マトリックス状に配列されたプローブ）、又は
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メカニカル４Ｄプローブ（超音波振動子列をその配列方向と直交する方向に機械的に煽り
ながら超音波走査を実行可能なプローブ）であってもよい。
【００２０】
　光プローブ４０は、複数の光照射部４００（図２、図３では超音波プローブ１２の超音
波送受信面の一方の短辺近傍に配置された二つの光照射部である第１光照射部４００ａ、
第２光照射部４００ｂを例示）、超音波プローブ１２の超音波送受信面の長手方向に沿っ
て且つ超音波送受信面の長手方向に対称に配列された複数の光検出部４０１を有している
。
【００２１】
　第１光照射部４００ａ、第２光照射部４００ｂからは、第１の光源４２０ａ、第２の光
源４２０ｂがそれぞれ発生する光（近赤外光）が異なる駆動周波数（ｆ１、ｆ２）で被検
体に向けて照射される。また、複数の光検出部４０１は、それぞれ第１光照射部４００ａ
、第２光照射部４００ｂからから照射され被検体内で拡散反射された特定波長の光の強度
を検出する。
【００２２】
　（超音波撮影系）
　超音波送信ユニット２１は、図示しないトリガ発生回路、遅延回路およびパルサ回路等
を有している。トリガ発生回路では、所定のレート周波数ｆｒ　Ｈｚ（周期；１／ｆｒ秒
）で、送信超音波を形成するためのトリガパルスが繰り返し発生される。また、遅延回路
では、チャンネル毎に超音波をビーム状に集束し且つ送信指向性を決定するのに必要な遅
延時間が、各トリガパルスに与えられる。パルサ回路は、このトリガパルスに基づくタイ
ミングで、プローブ１２に駆動パルスを印加する。
【００２３】
　超音波受信ユニット２２は、図示していないアンプ回路、Ａ／Ｄ変換器、遅延回路、加
算器等を有している。アンプ回路では、プローブ１２を介して取り込まれたエコー信号を
チャンネル毎に増幅する。Ａ／Ｄ変換器では、増幅されたアナログのエコー信号をデジタ
ルエコー信号に変換する。遅延回路では、デジタル変換されたたエコー信号に対し受信指
向性を決定し、受信ダイナミックフォーカスを行うのに必要な遅延時間を与え、その後加
算器において加算処理を行う。この加算により、エコー信号の受信指向性に応じた方向か
らの反射成分が強調され、受信指向性と送信指向性とにより超音波送受信の総合的なビー
ムが形成される。
【００２４】
　Ｂモード処理ユニット２３は、受信ユニット２２からエコー信号を受け取り、対数増幅
、包絡線検波処理などを施し、信号強度が輝度の明るさで表現されるデータを生成する。
【００２５】
　血流検査ユニット２４は、受信ユニット２２から受け取ったエコー信号から血流信号を
抽出し、血流データを生成する。血流の抽出は、通常ＣＦＭ（Color Flow Mapping）で行
われる。この場合、血流信号を解析し、血流データとして平均速度、分散、パワー等の血
流情報を多点について求める。
【００２６】
　ＲＡＷデータメモリ２５は、Ｂモード処理ユニット２３から受け取った複数のＢモード
データを用いて、三次元的な超音波走査線上のＢモードデータであるＢモードＲＡＷデー
タを生成する。また、ＲＡＷデータメモリ２５は、血流検査ユニット２４から受け取った
複数の血流データを用いて、三次元的な超音波走査線上の血流データである血流ＲＡＷデ
ータを生成する。なお、ノイズ低減や画像の繋がりを良くすることを目的として、ＲＡＷ
データメモリ２５の後に三次元的なフィルタを挿入し、空間的なスムージングを行うよう
にしてもよい。
【００２７】
　ボリュームデータ生成ユニット２６は、空間的な位置情報を加味した補間処理を含むＲ
ＡＷ－ボクセル変換を実行することにより、Ｂモードボリュームデータ、血流ボリューム
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データを生成する。
【００２８】
　画像処理ユニット２８は、ボリュームデータ生成ユニット２６から受け取るボリューム
データに対して、ボリュームレンダリング、多断面変換表示（ＭＰＲ：multi planar rec
onstruction）、最大値投影表示（ＭＩＰ：maximum intensity projection）等の所定の
画像処理を行う。なお、ノイズ低減や画像の繋がりを良くすることを目的として、画像処
理ユニット２８の後に二次元的なフィルタを挿入し、空間的なスムージングを行うように
してもよい。
【００２９】
　表示処理ユニット３０は、画像処理ユニット２８において生成・処理された各種画像デ
ータに対し、ダイナミックレンジ、輝度（ブライトネス）、コントラスト、γカーブ補正
、ＲＧＢ変換等の各種を実行する。
【００３０】
　制御プロセッサ３１は、情報処理装置（計算機）としての機能を持ち、各構成要素の動
作を制御する。また、制御プロセッサ３１は、後述する超音波プローブ操作支援機能に従
う処理を実行する。
【００３１】
　記憶ユニット３２は、後述する超音波プローブ操作支援機能を実現するための専用プロ
グラム、撮像されたボリュームデータ、診断情報（患者ＩＤ、医師の所見等）、診断プロ
トコル、送受信条件、その他のデータ群が保管されている。また、必要に応じて、図示し
ない画像メモリ中の画像の保管などにも使用される。記憶ユニット３２のデータは、イン
ターフェースユニット３３を経由して外部周辺装置へ転送することも可能となっている。
さらに、記憶ユニット３２は、後述するプローブＰの移動距離に関する情報、光計測によ
って得られた計測データ、超音波プローブ操作支援情報、超音波画像データを、計測位置
毎に相互に関連付けて記憶する。
【００３２】
　インターフェースユニット３３は、入力装置１３、ネットワーク、新たな外部記憶装置
（図示せず）に関するインターフェースである。また、インターフェースユニット３３を
介して、外付けの生体検査装置を本超音波診断装置本体１１に接続することも可能である
。当該装置によって得られた超音波画像等のデータや解析結果等は、インターフェースユ
ニット３３よって、ネットワークを介して他の装置に転送可能である。
【００３３】
　支援情報生成ユニット４４は、超音波プローブ１２と被検体表面との密着度、被検体内
の異常部位の三次元的方位及び距離（接近度）、の少なくとも一方を、プローブＰの移動
を伴う各計測位置において取得された異常部位の三次元的位置及び距離に基づいて計算し
、その結果に基づいて、被検体及び診断対象部位に対し超音波プローブ１２の位置、向き
、姿勢、加圧度等をより好適に誘導するための支援情報を生成し出力することで、超音波
プローブ操作を支援する。さらに、支援情報生成ユニット４４は、光計測処理ユニット４
２において判定された結果に基づいて、加圧不足であることを示す情報、再計測待機状態
であることを示す情報、光強度が所定の条件を満たしておらす光計測がエラーであること
を示す情報を生成し出力する。支援情報生成ユニット４４において生成されたこれらの情
報は、例えばモニター１４において所定の形態で出力（表示）される。なお、当該支援情
報生成ユニット４４の具体的な処理については、例えば特開２０１４－１１０８７８号公
報等に開示された手法を採用することができる。
【００３４】
　（光計測系）
　図４は、光計測処理ユニット４２の構成を説明するためのブロック図である。なお、本
実施形態においては、光プローブ４０、光計測処理ユニット４２によって生体検査装置４
を構成するものとする。しかしながら、当該例に拘泥されず、光プローブ４０、光計測処
理ユニット４２の他、例えば図１に示した支援情報生成ユニット４４を含めて生体検査装
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置４を構成するようにしてもよい。
【００３５】
　第１光源４２０ａ、第２光源４２０ｂは、生体内吸収が小さい波長の光（例えば、生体
の窓と呼ばれる波長帯近傍である６００ｎｍ～１８００ｎｍの範囲の光）、異常部位で吸
収量が増す特定波長の光（例えば、生体の窓と呼ばれる波長帯範囲にあり血液中のヘモグ
ロビンが吸収する７５０～８５０ｎｍの波長範囲の光）を発生する半導体レーザ、発光ダ
イオード、固体レーザ、ガスレーザなどの発光素子等である。第１光照射部４００ａ、第
２光照射部４００ｂには、光信号制御部４２２から異なる駆動周波数（今の場合、ｆ１、
ｆ２）が供給される。第１光源４２０ａ、第２光源４２０ｂにおいて発生した光は、例え
ば光ファイバーや薄膜光導波路で構成される光導波路を介して、第１光照射部４００ａ、
第２光照射部４００ｂに供給される。その結果、第１光照射部４００ａ、第２光照射部４
００ｂからは、異なる駆動周波数でそれぞれ特定波長の光が照射されることになる。なお
、本実施形態においては、第１光源４２０ａと第２光源４２０ｂとは、互いに異なる波長
の光を発生するものとする。
【００３６】
　複数の光検出部４０１は、例えば光ファイバーの端部で構成された検出面を有し、当該
検出面から光導波部を介して入力する被検体内からの反射光を光電変換する複数の検出素
子からなる。検出素子としては、例えば、フォトダイオードやフォトトランジスタなどの
受光素子のほか、ＣＣＤ、ＡＰＤ、光電子増倍管等を採用することができる。光照射部４
００及び各光検出部４０１の被検体との接触面には、光整合層を設けるようにしてもよい
。
【００３７】
　光信号制御部４２２は、生体検査装置４を動的又は静的に制御する。例えば、光信号制
御部４２２は、超音波診断装置１の制御プロセッサ３１の制御のもと、所定のタイミング
、所定の周波数、強度、強度変動周期で第１光照射部４００ａ、第２光照射部４００ｂの
それぞれから光が照射されるように、第１光源４２０ａ、第２光源４２０ｂを制御する（
特に本実施形態の場合、第１光源４２０ａ、第２光源４２０ｂで駆動周囲が異なる）。ま
た、光信号制御部４２２は、所定のタイミングで所定の駆動周期の光に対応する解析処理
が実行されるように、光解析部４２４を制御する。
【００３８】
　光解析部４２４は、マルチチャンネルロックインアンプを有し、周期ｆ１、ｆ２を選択
して所定の信号のみを検出し増幅した後、デジタル信号に変換する。さらに、光解析部４
２４は、光検出部４０１間での検出光の強度変化を解析する。当該解析は、各計測位置に
おいて取得された計測データ毎に実行される。
【００３９】
　さらに、光解析部４２４は、プロセッサ及びメモリを有し、逐次計測された各波長に対
応する光強度を用いて規格化された光強度、相乗平均としての光強度を計算し、これらに
ついての時間変化を解析する。また、光解析部４２４は、光強度の時間変化の解析結果に
基づいて、プローブＰによる被検体ＰＳへの加圧強度が適切か否か、計測された光強度が
酸素飽和度等の計算に好適な条件を満たしているか否かを判定する。
【００４０】
　第１演算回路４２６ａは、光解析部４２４が所定の条件を満たすとの判定結果をトリガ
として、各計測位置において得られた第１光検出部４０１間での検出光の強度変化に基づ
いて、複数の光検出部４０１と被検体表面との密着度、被検体内において所定の光吸収係
数を示す異常部位（例えば、特定波長を正常組織に比して多く吸収する部位）の被検体の
表面からの深さ、所定の位置（例えば光照射部４００、超音波プローブ１２の超音波送受
信面中心等）を基準とする異常部位の三次元的位置及び距離を計算する。第１演算回路４
２６ａにおける計算結果は、計測位置毎に、支援情報生成ユニット４４に送り出される。
なお、第２演算回路４２６ｂの構成、機能は、第１演算回路４２６ａと実質的に同じであ
る。



(9) JP 2017-55886 A 2017.3.23

10

20

30

40

50

【００４１】
　（光計測系の回路図の一例）
　図５は、生体検査装置４の光学計測系の回路構成の一例を示した図である。同図の例で
は、三種類の異なる波長を用いた光学計測を実現するものである。すなわち、第１光照射
部４００ａには、それぞれ波長λ１, λ２，λ３（同図の例では、λ１＝７６５ｎｍ、λ
２＝８０９ｎｍ、λ３＝８５５ｎｍ）の３光源４２０ａ１，４２０ａ２，４２０ａ３のＬ
ＥＤが採用されている。同様に、第２光照射部４００ｂには、波長λ１, λ２，λ３の３
光源４２０ｂ１，４２０ｂ２，４２０ｂのＬＥＤが採用されている。光源４２０ａ１は周
波数ｆ１で、光源４２０ａ２及び４２０ａ３は周波数ｆ３で、光源４２０ｂ１は周波数ｆ
２で、光源４２０ｂ２及び４２０ｂ３は周波数ｆ４で、それぞれ明滅駆動される。
【００４２】
　駆動周波数（ｆ１，ｆ２，ｆ３，ｆ４）は、後述のマルチチャンネルロックインアンプ
の位相検波用参照信号を使用する。各光源が発生した光は、第１光照射部４００ａ、第２
光照射部４００ｂに向けて光ファイバーで伝達される。
【００４３】
　第１光照射部４００ａ、第２光照射部４００ｂから生体に光が放たれ、各光検出部４０
１（図５の例では、８個の光検出部）に生体からの光が入り、光ファイバーを経由して、
光電変換素子(フォトダイオード、アバランシェフォトダイオード、光トランジスタ等)で
構成される８ｃｈ光検出モジュールに伝達される。なお、光電変換素子は、アバランシェ
フォトダイオードの様な増倍作用のあるデバイスを使用すると、ＳＮ比が改善される。駆
動周波数ｆ１、ｆ２，ｆ３，ｆ４ごとの光電流は増幅回路で適切な電位と回路インピーダ
ンスに変換した後、１６ｃｈマルチチャンネルロックインアンプと入力する（図５の例で
は、並列８ｃｈの光検出モジュールに対して各４周波で検波するため、並列８×４（３２
）ｃｈのロックインアンプに接続される）。３２ｃｈマルチチャンネルロックインアンプ
から並列出力された光電流は、６４ｃｈＡＤコンバータにおいてＡ／Ｄ変換され、光解析
部４２４において光検出部４０１間においてその強度変化、各光検出部４０１における光
強度の時間変化が解析される。これらの処理は、プローブＰの移動を伴う各計測位置にお
いて取得された光信号ついて実行される。
【００４４】
　（入力装置・モニター）
　入力装置１３は、装置本体１１に接続され、オペレータからの各種指示、条件、関心領
域（ＲＯＩ）の設定指示、種々の画質条件設定指示等を装置本体１１にとりこむための各
種スイッチ、後述する粗検索モードと微調整モードとを切り替えるスイッチ、ボタン、ト
ラックボール、マウス、キーボード等を有している。また、入力装置１３は、後述する穿
刺術支援機能において、穿刺針の針先位置を含む穿刺術情報を取り込むタイミングを指示
するためのボタン等を有している。
【００４５】
　モニター１４は、表示処理ユニット３０からのビデオ信号に基づいて、生体内の形態学
的情報や、血流情報を画像として表示する。
【００４６】
　（プローブＰの移動を伴う生体光計測）
　本実施形態に係る生体検査装置４は、手技によりプローブＰを移動させながら、複数の
計測位置において生体光計測（すなわち、複数の光照射部４００による生体内への光照射
、及び複数の光検出部４０１による生体内からの光検出の一連の動作）を実行する。
【００４７】
　なお、各計測位置における光計測は、どのような手法であってもよい。本実施形態にお
いては、一例として、粗検索モードと、微調整モードとのそれぞれに従う光計測を、プロ
ーブＰを移動させながら複数の計測位置で実行し、各計測位置での計測データを用いて異
常部位の被検体の表面からの深さ等の計算を実行する場合について説明する。ここで、粗
検索モードとは、超音波プローブ１２による超音波走査断面が生体内の診断対象部位（異
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常部位と認めらえる部位或いは異常の疑いがある部位）を含むように、生体表面上でプロ
ーブＰの位置調整を行う場合において、上記異常部位を大まかに検索するためのモードで
ある。また、微調整モードとは、生体表面上で超音波プローブ１２の位置調整を行う場合
において、上記異常部位を高精度で検索するためのモードである。
【００４８】
　図６（ａ）は、粗検索モードに従う光計測処理を説明するための図である。図６（ａ）
に示すように、粗検索モードにおいては、第１照射部４００ａと複数の光検出部４０１ａ
とがペアリングされ、第２照射部４００ｂと光検出部４０１ｂとがペアリングされる（す
なわち、超音波プローブ１２の同一側に配置された光入射部と検出部とがペアリングされ
る）。
【００４９】
　ペアリング後、第１照射部４００ａと複数の光検出部４０１ａとによって検索される領
域（第１検索域）と、第２照射部４００ｂと複数の光検出部４０１ｂとによって検索され
る領域（第２検索域）とによって、プローブＰの被検体への圧迫及び開放を繰り返しなが
ら位置を変更し、複数の計測位置において生体光計測が実施される。このとき、例えば、
診断対象部位に対応する特定の周波数帯域の信号につき、第１検索域よりも第２の検索域
から強く検出される場合には、当該診断部位は、超音波プローブ１２の中心（長軸）より
も第２の検索域側に存在することがわかる。或いはその逆として、同じ特定の周波数帯域
の信号につき、第２検索域よりも第１の検索域から強く検出される場合には、当該診断部
位は、超音波プローブ１２の中心（長軸）よりも第１の検索域側に存在することがわかる
。当該粗検索モードでは、超音波プローブ１２の超音波照射面両側において、異常部位を
検索するための領域を比較的広く取ることができる。この特長から、診断対象部位を超音
波プローブ近傍まで誘導するのに適したモードと言える。
【００５０】
　一方、微調整モードは、例えば粗検索モードを経て大まかな位置調整がなされた後に実
行される。図６（ｂ）は、微調整モードに従う光計測処理を説明するための図である。当
該微調整モードでは、図６（ｂ）に示すように、第１照射部４００ａと複数の光検出部４
０１ｂとがペアリングされ、第２照射部４００ｂと複数の光検出部４０１ａとがペアリン
グされる（すなわち、超音波プローブ１２を挟んで配置された光入射部と検出部とがペア
リングされる）。
【００５１】
　ペアリング後、第１照射部４００ａと複数の光検出部４０１ｂとによって検索される領
域（第１検索域）と、第２照射部４００ｂと複数の光検出部４０１ａとによって検索され
る領域（第２検索域）とによって、プローブＰの位置を変更しながら、複数の計測位置に
おいて生体光計測が実施される。このとき、例えば、診断対象部位に対応する特定の周波
数帯域の信号につき、第１検索域からの強度と第２の検索域からの強度とを比較すること
で、診断対象部位の位置をプローブＰの中心近傍に絞り込むことができる。当該微調整モ
ードでは、超音波プローブ１２の超音波照射面を含むように、異常部位を検索するための
領域が設定される。この特長から、診断対象部位を超音波走査面内に正確に導くための微
調整に適したモードと言える。
【００５２】
　なお、粗検索モードと微調整モードとの間の切り替えは、例えば入力装置１３からの操
作によって実行される。しかしながら当該例に拘泥されず、例えば、診断対象部位と超音
波送受信面との距離と所定の閾値とを比較することにより、装置が粗検索モード又は微調
整モードを自動的に選択するようにしてもよい。
【００５３】
　（光強度の時間変化に基づくフィードバック機能）
　上述した様に、光計測処理においては、初めに粗検索モードに従って当該光プローブ４
０を含むプローブＰの配置位置（撮影位置）を大まかに検索した後、微調整モードにおい
て、プローブＰの配置位置の微調整、酸素飽和度の定量化に用いる光計測が行われる。本
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実施形態に係る超音波診断装置１では、この微調整モードにおいて、光強度の時間変化を
モニタリングしながら、プローブＰによる被検体表面の加圧強度の適否、及び光強度が所
定の条件を満たすか否かを判定し、その結果を操作者に知らせる（フィードバックする）
ことで、より好適な光計測を実現する。
【００５４】
　まず、実験事実に基づく技術的背景について説明する。図７（ａ）は、プローブＰを被
検体表面に比較的弱い力で加圧（当接）した場合に計測された光強度計測データの一例で
ある。図７（ｂ）は、プローブＰを被検体表面に比較的強い力で加圧（当接）した場合に
計測された光強度計測データの一例である。図７（ａ）、図７（ｂ）を比較して解るよう
に、加圧により検出される光強度は増加し、解放により元に戻る。また、光強度変化は数
秒から数十秒の時間で操作に応答するが、加圧と解放では加圧時の応答が明確に速い。さ
らに、プローブを強く押しつけることにより光強度は増加するが、やがて飽和して元の値
より５０％程度高い値で飽和する。
【００５５】
　図８（ａ）は、プローブＰによる被検体表面への加圧強度が十分でない場合における、
光源からの距離が異なるセンサ位置で計測した光強度データを比較して示す。図８（ｂ）
は、プローブＰによる被検体表面への加圧強度が十分である場合における、光源からの距
離が異なるセンサ位置で計測した光強度データを比較して示す。図８（ａ）から解るよう
に、十分な圧力で押されていないプローブＰでは、光検出器４０１が光源から遠くなると
光強度変化が安定しない。また、図８（ｂ）から解るように、プローブＰを強く押すこと
で、光強度変化の応答も速くなる。図８（ａ）、図８（ｂ）に示した計測対象では、３～
４秒で光強度データが飽和した。解放時の応答は遅く、約１５秒必要であった。
【００５６】
　図８（ａ）、（ｂ）に示した光強度データの分析の結果、比較的短時間で安定したデー
タを収集するには、十分なプローブ圧を加えた後、数秒の安定を待ってから計測すること
が望ましいことが判る。また、プローブＰに加える圧力と、加圧操作に対応する光強度の
変化率と応答時間には個人差がある。このため、計測前に被検体毎に予備計測を行い、そ
の結果に基づいて被検体の個体差を補正することが更に好ましい。
【００５７】
　上記分析結果を踏まえ、本実施形態に係る超音波診断装置１では、光強度の時間変化を
モニタリングし、図９に示すアルゴリズムに従う光強度計測を実行する。
【００５８】
　図９に示す様に、微調整モードにおいて、光信号制御部４２２は、プローブＰが被検体
表面に軽く皮膚に触れた状況下で、２波長（今の場合、７６５ｎｍ、８５５ｎｍ）の光を
第１光照射部４００ａ、第２光照射部４００ｂから所定周期でそれぞれ照射させる。第１
光検出部４０１ａ、第２光検出部４０１ｂは、上記照射された光に起因して被検体より射
出される光をそれぞれ検出する。光解析部４２４は、２波長（今の場合、７６５ｎｍ、８
５５ｎｍ）の光強度データ（初期光強度データ）を用いて、７６５ｎｍの光強度を８５５
ｎｍの光強度で規格化した規格化光強度、及び７６５ｎｍと８５５ｎｍの光強度の相乗平
均値から導出した初期値Ｉ０とを計算する（ステップＳ１）。
【００５９】
　制御プロセッサ３１は、例えばモニター１４を介して、操作者に「光計測処理の開始（
すなわち、プローブＰの被検体への加圧開始）」を促す指示（メッセージ）を出力する（
ステップＳ２）。操作者は、この指示を受けて、所定の撮影位置においてプローブＰを所
望の強さで被検体に当接させる。
【００６０】
　光解析部４２４は、例えば加圧開始指示の出力時から所定時間Ｔ経過後において検出さ
れた（追従途上の）光強度データを用いて、７６５ｎｍと８５５ｎｍの光強度の相乗平均
値から光強度Ｉ１を導出し（ステップＳ３）、当該光強度Ｉ１が初期値Ｉ０に対し、定め
られた値（Ａ１）倍以上になっているか否かを判定する（ステップＳ４）。光強度Ｉ１が
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初期値Ｉ０に達していないと判定した場合には、光解析部４２４は、その結果を制御プロ
セッサ３１に出力する。制御プロセッサ３１は、例えばモニター１４を介して、操作者に
「加圧不足」を知らせるメッセージを出力し（ステップＳ５ａ）、再計測待機状態となる
（ステップＳ６ａ）。一方、ステップＳ４において光強度Ｉ１が初期値Ｉ０に達している
と判定した場合には、光解析部４２４は、その後所定時間(例えば加圧開始指示の出力時
から３Ｔ)が経過した時点で、再度追従途上の光強度データを用いて、７６５ｎｍと８５
５ｎｍの光強度データの相乗平均値から光強度Ｉを連続計測する（ステップＳ５ｂ）。
【００６１】
　光解析部４２４は、ステップＳ５ｂにおいて計測した光強度Ｉが所定の範囲内の強度で
あるか否か（ここでは、Ｉ１以上かつＩ０の定数倍(例えばＡ２)倍以下であるか否か）を
判定する（ステップＳ６ｂ）。ステップＳ６ｂにおいて光強度Ｉが所定の範囲内の強度で
ないと判定した場合には、光解析部４２４は、その結果を制御プロセッサ３１に出力する
。制御プロセッサ３１は、例えばモニター１４おいて「（計測）エラー」を出力し、適切
な計測に失敗した旨を操作者に知らせた後（ステップＳ８ａ）、再計測待機状態となる（
ステップＳ６ａ）。一方、ステップＳ６ｂにおいて光強度Ｉが所定の範囲内の強度である
と判定した場合には、光解析部４２４は、光強度Ｉの所定時間に対する変動幅ΔＩが所定
範囲内（今の場合、変動幅ΔＩがステップＳ３において検出された光強度Ｉ１とステップ
Ｓ１において検出された光強度Ｉ０の差分の０．０５倍（５％）の範囲内）であるか否か
を判定する（ステップＳ７）。
【００６２】
　ステップＳ７において変動幅ΔＩが所定範囲外と判定した場合には、光解析部４２４は
、その結果を制御プロセッサ３１に出力する。制御プロセッサ３１は、例えばモニター１
４おいて「（計測）エラー」を出力し、適切な計測に失敗した旨を操作者に知らせた後（
ステップＳ８ａ）、再計測待機状態となる（ステップＳ６ａ）。一方、ステップＳ７にお
いて変動幅ΔＩが所定範囲内であると判定した場合には、光解析部４２４は、当該光強度
Ｉに対応する７６５ｎｍと８５５ｎｍの光強度データから規格化した光強度Ｉｎを計算し
、当該光強度Ｉｎが所定の適正範囲内であるか否かを判定する（ステップＳ８ｂ）。
【００６３】
　ステップＳ８ｂにおいて光強度Ｉｎが所定の適正範囲内の強度でないと判定した場合に
は、光解析部４２４は、その結果を制御プロセッサ３１に出力する。制御プロセッサ３１
は、例えばモニター１４おいて「（計測）エラー」を出力し、再度、ステップＳ１からの
計測処理を繰り返す。一方、ステップＳ８ｂにおいて光強度Ｉｎが所定の適正範囲内の強
度であると判定した場合には、光解析部４２４は、検出器４０１毎に波長毎の光強度の平
均値を算出し、第１演算回路４２６ａ、第２演算回路４２６ｂへ出力する。第１演算回路
４２６ａ、第２演算回路４２６ｂにおいては、算出された波長毎の光強度の平均値（或い
はその強度変化）に基づいて、酸素飽和度等を精度良く定量化、複数の光検出部４０１と
被検体表面との密着度、被検体内において所定の光吸収係数を示す異常部位の被検体の表
面からの深さ、所定の位置（例えば光照射部４００、超音波プローブ１２の超音波送受信
面中心等）を基準とする異常部位の三次元的位置及び距離を計算する。
【００６４】
　図１０は、所定の検出部４０１において経時的に検出された２波長（今の場合、７６５
ｎｍ、８５５ｎｍ）の光強度データを、時系列にプロットしたグラフを示している。また
、図１１は、図１０に示した２波長の光強度データを用いて光解析部４２４が作成する規
格化光強度の時間変化及び相乗平均光強度の時間変化を示したグラフである。規格化光強
度は酸素飽和度に対応しており、癌疑義部位では値が下がる。相乗平均光強度は血液量に
対応しており、適切な加圧条件では値が上がる。従って、前者が極小値を取り後者が極大
値を取れば、ＳＮ比の高い計測条件と言えるため、当該条件が成立する時点で計測された
光強度データ（図１０、図１１の範囲Ｒに対応）を採用するように、図９のステップＳ６
ｂ～ステップＳ８ｂにおける各範囲を設定する。なお、規格化光強度と相乗平均光強度と
の好適な条件が同時に揃わない場合は、どちらか一方の値を優先し、逸脱しない範囲の中
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で他法の条件を決めるのが好ましい。
【００６５】
　（変形例）
　図９に示した光計測処理は、皮膚近傍の血液による赤外光吸収を加圧により極小化する
条件を優先したアルゴリズムである。すなわち、２波長光強度の相乗平均から導出した補
正値がステップＳ７において適正条件に入った上で、酸素飽和度に対応した規格値が適正
条件（例えば初期規格化光強度に対して有意に低い条件）である場合をステップＳ８ｂに
おいて判定し、解析用光強度データを計測して保存するものであった。
【００６６】
　これに対し、本変形例に係る光計測処理は、１波長（例えば、７６５ｎｍ）の光強度変
化で計測条件判定しており、皮膚にある血液が信号強度を低下させる課題に対応したもの
である。
【００６７】
　図１２は、本変形例に係る光強度計測の流れを示したフローチャートである。同図に示
した光強度計測では、１波長による光照射・光検出を行う。従って、各ステップにおいて
光強度の規格化や相乗平均の計算は行わず、且つ図９のステップＳ９に相当する処理も存
在しない。これらの点以外は、図９に示したステップＳ１～Ｓ８ｂと実質的に同じである
。
【００６８】
　（変形例２）
　上記説明においては、光解析部４２４、第１演算回路４２６ａ、第２演算回路４２６ｂ
を、それぞれ生体検査装置４に内蔵されたハードウェア構成（回路）として説明した。し
かしながら、当該構成に拘泥されず、例えば、光解析部４２４、第１演算回路４２６ａ、
第２演算回路４２６ｂをソフトウェアによって構成することもできる。係る場合、例えば
、生体検査装置４に制御プロセッサを設け、当該制御プロセッサが専用プログラムを起動
させることで実現してもよいし、超音波診断装置１の制御プロセッサ３１が専用プログラ
ムを起動させることで実現するようにしてもよい。
【００６９】
　（変形例３）
　生体検査装置４を内蔵する（生体検査装置と一体構造の）超音波診断装置１を例として
説明する。しかしながら、当該例に拘泥されず、生体検査装置４と超音波診断装置１とを
別体として構成するようにしてもよい。
【００７０】
　以上述べた本実施形態に係る超音波診断装置或いは生体検査装置によれば、各光検出部
で検出された光強度の時間変化に基づいて、超音波プローブの被検体に対する加圧強度の
適否を判定し、その結果を出力する（フィードバック）。従って、操作者は、プローブＰ
の直下にある被検体内の毛細血管の赤血球量が速やか且つ十分に低減するように、加圧強
度を迅速に調整することができる。その結果、光・超音波プローブを用いた生体計測時に
生じる光吸収量の変動の影響を極小化することができ、簡便かつ精度良くにエコー計測と
光強度計測を行うことができる。
【００７１】
　また、本実施形態に係る超音波診断装置或いは生体検査装置によれば、各光検出部で検
出された光強度の時間変化に基づいて、一定期間、光強度が所定の範囲内にあり且つその
変動が安定したタイミングでの光強度データを用いて異常部位の位置等を算出する。一方
、一定期間、光強度が所定の範囲内に無い又はその変動が安定していない場合には、計測
エラーであることを操作者に知らせ、再度の計測を促す（フィードバック）。従って、操
作者は、プローブＰの直下にある被検体内の毛細血管の赤血球量が十分に安定した状況下
で、適切に光計測を実行することができる。その結果、光・超音波プローブを用いた生体
計測時に生じる光吸収量の変動の影響を極小化することができ、簡便かつ精度良くにエコ
ー計測と光強度計測を行うことができる。



(14) JP 2017-55886 A 2017.3.23

10

【００７２】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。
【００７３】
　これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲
に記載された発明とその均等の範囲に含まれるものである。
【符号の説明】
【００７４】
１…超音波診断装置、１１…装置本体、１２…超音波プローブ、１３…入力装置、１４…
モニター、２１…超音波送信ユニット、２２…超音波受信ユニット、２３…Ｂモード処理
ユニット、２４…血流検査ユニット、２５…ＲＡＷデータメモリ、２６…ボリュームデー
タ生成ユニット、２８…画像処理ユニット、３０…表示処理ユニット、３１…制御プロセ
ッサ（ＣＰＵ）、３２…記憶ユニット、３３…インターフェースユニット、４０…光プロ
ーブ、４２…光計測処理ユニット、４４…支援情報生成ユニット、４００ａ、４００ｂ…
光照射部、４０１ａ、４０１ｂ…光検出部、４２０ａ…第１光源、４２０ｂ…第２光源、
４２２…光信号制御部、４２４…光解析部、４２６ａ…第１演算回路、４２６ｂ…第２演
算回路

【図１】 【図２】

【図３】
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